
（平成２３年８月３１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認沖縄地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

沖縄厚生年金 事案 425 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成 19年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 36万円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

     氏 名 ： 男 

     基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

     住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 18年 12月 31日から 19年１月１日まで 

私は、Ａ社が倒産する平成 21年５月 15日まで同社が経営するＢ事業所に

継続して勤務しており、申立期間について、厚生年金保険料は給与から控除

されていたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、Ｃ役場から提出された平成 18 年分の所得照会回答用証明

書及び同僚の証言から、申立人はＡ社が経営するＢ事業所に継続して勤務し、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社における平成 18年 11月の

オンライン記録から、36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る事業主による納付義務の履行については、事業主は不明

としているが、事業主が資格喪失日を平成 19 年１月１日と届け出たにもかか

わらず、社会保険事務所（当時）がこれを 18年 12月 31日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



沖縄国民年金 事案 319 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年４月から 48 年３月までの期間及び 49 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年４月から 48年３月まで 

② 昭和 49年１月から同年３月まで 

私は、体が弱かったので、老後の生活のことも考え国民年金に加入し、生 

活が苦しいときは、免除をしてもらっていたが、昭和 52 年頃、「今日までに

窓口に来れば、今までの未納分も納めることができる。」というラジオ放送を

聞き、市役所で申立期間の国民年金保険料を別の未納分の保険料と一緒に納

付した。当時の年金担当者からも、「これで未納はありません。」と言われ安

心した記憶があるので、申立期間が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料と一緒に納付したとする沖縄特別措置

の該当期間（昭和 42年度から 44年度）の追納保険料及び申立期間直後の昭和

49年４月から 50年５月までの過年度保険料は 52年３月 31日に納付されてい

ることが申立人に係るオンライン記録により確認できる。 

しかしながら、申立人がこれらの国民年金保険料を納付したとしている昭和

52年３月 31日の時点では、申立期間①及び②は時効により保険料を納付する

ことができず、申立人は、52 年３月以外に申立期間の保険料を納付した記憶

はないと述べているほか、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな

い。 



沖縄厚生年金 事案 426 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

     氏 名 ： 男 

     基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

     住 所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年 10 月１日から平成２年９月 30 日まで             

私は、申立期間においてＡ事業所で従業員として勤務していたが、国（厚

生労働省）の記録では厚生年金保険に加入してないことになっているので、

申立期間について厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、給与の口座振替記録及び申立期間にＡ事業所におい

て厚生年金保険の加入記録がある同僚の証言により、申立人が同社において

申立期間の大半の期間、勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、申立人の雇用保険の加入記録によれば、申立期間の一部期

間において別の事業所での加入記録（平成元年９月５日から同年 11 月６日

までの期間）が確認できる。 

また、申立期間において社会保険事務を担当していた同僚は、「申立人の

ことは覚えていないが、従業員の中には社会保険の加入を拒否し、加入して

いない者もいた。」と述べている。これについて申立人は、「申立期間後のＡ

事業所で２回の厚生年金保険の加入期間があるのは、同社で加入の希望を聞

かれたので『加入します。』と答えたことによるが、申立期間の時は加入の

希望を聞かれたかどうか覚えていない。」と述べており、同社では申立期間

当時、従業員に対して厚生年金保険への加入希望の有無を確認して加入させ

ていたことがうかがわれる。 

さらに、当該事業所は既に閉鎖されているため事業所調査ができず、申立

期間当時の事業主にも連絡が取れないことから、当時の厚生年金保険の加入

状況及び保険料の控除について確認することができない。 

加えて、Ａ事業所に係る被保険者名簿によれば、整理番号に欠番は無く、

申立期間において申立人の氏名は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給



与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



沖縄厚生年金 事案 427 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

     氏 名 ： 女 

     基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

     住 所 ：  

                           

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月１日から 43 年１月 25 日まで          

私は、年金相談の際、申立期間に係る脱退手当金が支給された記録にな

っていることを初めて知った。脱退手当金を受け取った覚えは無いので、

調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＡ社Ｂ事業場に係る厚生年金保険被保険者原票に

より、申立人の整理番号の前後 102 名のうち、脱退手当金の受給要件を満た

した女性で、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失月である昭和 43 年

１月の前後７年以内に資格喪失した者 66 名の脱退手当金の支給記録を確認

したところ、40 名について脱退手当金が支給された記録が確認でき、そのう

ち、33 名が資格喪失日から７か月以内に脱退手当金の支給決定がなされてい

る上、資格喪失日が異なる複数の者の支給決定日が同一の日付となっている

ものが複数認められるほか、申立人は、脱退手当金について、「同僚が、会

社から『Ｃには年金制度がないから、返しましょうね。』と話していた。」と

述べている上、申立期間前後の時期のＡ社Ｂ事業場に係る複数の先例によれ

ば、「会社が代理請求を行っていた。」「会社が手続し、銀行で脱退手当金を

受け取った。」との同僚からの証言があることを踏まえると、申立期間当時、

同事業所では代理請求の慣行があったものと認められる。 

また、上述の厚生年金保険被保険者原票によれば、申立人に申立期間に係

る脱退手当金が支給されたことを示す「脱」の表示が確認でき、申立期間に

係る脱退手当金は、その支給額に計算上の誤りは無く、法定支給額と一致し

ている上、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後の昭和

43 年８月に支給決定が行われているなど、支給に係る一連の事務処理に不自

然さはない。 

加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに



脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


